
 

 

会社分割を原因として不動産を取得した場合の不動産取得税について 
 

 

 

 

会社分割を原因として分割法人から分割承継法人に不動産の所有権移転を行った場合には、地方

税法第７３条の７第２号の規定により非課税となる場合がありますので、下記の書類をご提出くだ

さい。 

 

 

 

 

記 

 

 

 

１．不動産取得税申告書 

    

２．分割契約書 

      

  ３．分割法人の株主総会等の議事録（分割承認に必要な決議を決定したもの） 

 

４．分割事業に係る主要な資産及び負債を分割法人から分割承継法人に移転することを証する

書面 

 

５．分割法人、分割承継法人の商業登記の履歴事項全部証明書 

 

６．分割法人、分割承継法人の定款 

 

７．分割事業に係る分割法人の従業員のうち、その総数のおおむね１００分の８０以上に相当

する数の者が当該分割後に分割承継法人の業務に従事することを証する書面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（参考） 

 

 

 

地方税法 

（昭和２５年７月３１日法律第２２６号） 

（形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税）  

第７３条の７  道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。  

① （略） 

②  法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得 

②の 2 以下 （略） 

 

 

 

地方税法施行令 

（昭和２５年７月３１日政令第２４５号） 

第３７条の１４ 法第７３条の７第２号に規定する政令で定める分割は、次に掲げる要件に該当する

分割で分割対価資産(法人税法第２条第１２号の９イに規定する分割対価資産をいう。)として分割

承継法人(法人税法第２条第１２号の３に規定する分割承継法人をいう。以下この条において同

じ。)の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)以外の資産が交付されないもの(当該株式が

交付される分割型分割(法人税法第２条第１２号の９に規定する分割型分割をいう。)にあつては、

当該株式が分割法人(法人税法第２条第１２号の２に規定する分割法人をいう。以下この条におい

て同じ。)の株主等(法人税法第２条第１４号に規定する株主等をいう。)の有する当該分割法人の

株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)とする。 

① 当該分割により分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人に

おいて営まれることとなるものをいう。以下この条において同じ。)に係る主要な資産及び負債が

分割承継法人に移転していること。 

② 当該分割に係る分割事業が分割承継法人において当該分割後に引き続き営まれることが見込ま

れていること。 

③ 当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね１００分の８０以上に相当

する数の者が当該分割後に分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること。  

 


